
                      　 裁判所及び裁判官に関する 次の記述のう ち妥当なのはど れか。 ただし ， 争い

がある 場合は判例によ る 。

１ ． 憲法は特別裁判所の設置を禁止し ている ため， 裁判所の裁判の前審と し て行政機

関が裁判を行う こ と はでき ない。

２ ． 憲法は刑事裁判の基本的な担い手と し て職業裁判官を想定し ている が， 適正な刑

事裁判を実現する ための諸原則が確保さ れていれば， 裁判員制度のよ う な国民の

司法参加は憲法上禁止さ れる も のではない。

３ ． 司法権の独立の要請から ， 裁判官は一般職の公務員よ り も 強い身分保障が要求さ

れており ， 下級裁判所の裁判官には憲法上， 任期は定めら れていない。

４ ． 裁判官は司法権の独立に照ら し 中立・ 公正な立場で職務を行う 必要がある が， 職

務を離れた私人と し ての行動であれば， 裁判官の政治運動が禁じ ら れる こ と はな

い。

５ ． 最高裁判所裁判官の国民審査の制度は解職制度である が， 積極的に罷免を可と す

る 投票以外の票を罷免を可と し ない票と し て扱う こ と は， 投票者の意思に反する

結果と なり ， 許さ れない。

正答２



                     　 ある 財の需要関数と 供給関数がそれぞれ次のよ う に示さ れる と する 。 価格規

制と 数量規制の効果に関する 次の記述中のア～エに入る も のがいずれも 妥当なのはど れ

か。

　 D ＝ ５００ －  　 　 　 　 〔 D： 需要量， P： 価格， S： 供給量〕

　 S  ＝  　

・ 政府が， こ の財の価格の下限を ７００ と する 価格規制を行ったと する と ， こ の財の市場

では 　 ア　  が 　 イ 　  だけ発生する 。

・ 政府が， こ の財の生産量の上限を ２００ に制限する 数量規制を 行っ たと する と ， こ の財

の価格は 　 ウ 　  と なり ， 生産者の財１ 単位当たり のレ ン ト （ 超過利潤） は 　 エ　  と

なる 。

ア イ ウ エ

１ ． 超過需要　 　１００　 　６００　 　２００

２ ． 超過需要　 　２００　 　４００　 　１００

３ ． 超過供給　 　１００　 　４００　 　  ５０

４ ． 超過供給　 　２００　 　５００　 　１００

５ ． 超過供給　 　２００　 　６００　 　２００

P
２

P
２

正答５


	26-05・上級・行政・憲法
	26-06・上級・行政・経済学

